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三田五丁目西地区の地権者の皆さま、 

2022年 4月 30日 

再開発勉強会有志 

【かわら版第 29号】  

「同意書」を回収しませんか？ 

       
再開発への「同意書」集めが始まり 1年が経過しました。 

当初は再開発が何であるかもよくわからず、準備組合に言われ

るまま「同意書」を提出した方も多かったのではないでしょうか？ 

しかし１年が経過し、私たちにも多くの「知識」と「知見」が身に着

き、再開発の実態がわかるようになって来ました。 

 

「やはり再開発には納得できない」とお気づきになられた皆さま、 
 
提出した「同意書」を回収されては如何でしょうか？ 

 
一定数の「同意書」が集まると再開発が進んでしまい、そうなる

ともう後戻り出来なくなるからです。 

皆さまが提出した「同意書」は、準備組合宛に「撤回申し入れ書」

を書面で送ることで簡単に回収することが出来ます。 

港区役所も「同意の撤回が出来る」ことを確認していますし、当

地区では既に複数の地権者が「同意書」を回収しています。 

尚、同意撤回の申し入れは「口頭」ではなく「書面」で行うことが

重要です。書面にすることで相手先と対話する面倒もなくなるの

で一石二鳥です。撤回の要領については次ページ以下で会話

形式にてご説明します。 
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（A さん） 

再開発への勧誘が始まってから早くも１年か。１年が経過したいま、

無知だったわしにも再開発の根本問題がいろいろと見えてきた。 
 

（B さん） 

私も同感。でも私は言われるまま「同意書」を提出してしまったの。 

いま考えると返してほしいのだけど、そんなこと出来るのかしら？  
 

（C 氏） 

同意の撤回は簡単にできます。港区も「撤回できる」ことを確認し

ています。ただ「再び勧誘を受ける」などして嫌な思いをしないために

は、書面で「同意の撤回申し出」をきちんと行うことがポイントです。 

郵送にすることで相手側と対話する面倒もなくなります。 
 

（B さん） 

では具体的にはどのようにすれば良いのかしら？ 
 

（C 氏） 

「同意撤回申出書」のサンプルを添付しますので参考にして下さい。 
 

（B さん） 

なんだか複雑で難しそうな内容だわ！ 
 

（C 氏） 

これはあくまでもサンプルです。手書きで結構ですので自分の言葉で

撤回の意思を伝えればよいのです。但し、必ず書くべき事項が何点

かあります。 
 

（A さん） 

それはいったいどういう点なのかね？ 
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（C 氏） 

重要なのは以下の点です。 

１．「同意を撤回するので同意書を回収したい」と言う意思をはっ

きり書くこと。（「理由」まで書く必要はありませんが、サンプルで

は「一身上の都合」としています。「一身上の都合」は個人情報

ですから、聞かれたとしても答える必要はありません。） 

２．同意書は必ず「郵送での返却」を依頼し、「返却期限」も設定

してください。 

３．相手が受領したことを確認するために「配達証明付き郵便」で

郵送してください。（郵便料金は 800 円ほどかかります） 
 

【郵送先】 

〒108-0073 港区三田 5 丁目 14-18 

三田五丁目西地区市街地再開発準備組合 御中 
 
４．撤回の事実を区へも知らせるため、写しを港区長へ郵送。 
 

【郵送先】 

〒105-8511 港区芝公園 1 丁目 5-25 

港区長 武井雅昭 様 
 
書簡は区長ご一読後、再開発担当部局へ回付されます。 

こちらは定形郵便物として 84 円切手をお貼り下さい。 

５．また、撤回した旨を「再開発勉強会」へ連絡頂ければ、今後 

何かあった場合にアドバイスや支援が受けられるとのことです。 

連絡先：h7835575@yahoo.co.jp  
 

（B さん） 

なるほど。複雑に見えるけどよく出来た書簡なのね！ 

しかしこれで本当に「同意書」はトラブルもなく戻って来るのかしら？ 

事業者側から「もう一度再考を」などと連絡を受けるのは勘弁だわ！ 
 

mailto:h7835575@yahoo.co.jp
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（C 氏） 

そのために書簡では「何かあれば連絡は郵送で」と記してあり、更に

「郵送以外の手段（電話や訪問等）はお控え下さい！」と明記

済です。 
 

（A さん） 

そういえば近所の地権者が「撤回申し出」を行ったが、指定した２週

間後に「同意書」は無事戻ってきたそうだ。どうやら問題はなさそうだ。 
 

（C 氏） 

「同意書」はしっかりした書面で申し出れば問題なく戻って来ます。

同意書の回収も重要ですが、回収後は本人が理解し納得しない

限り、決して再び「同意」はしない。そのことが何よりも重要です！  

 

 

(世話役：佐々木光子 h7835575@yahoo.co.jp 
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同意撤回書のサンプル例 

《配達証明付郵便で送付のこと》 

 

写）武井港区長 

2022 年５月 XX 日 
 

三田５丁目西地区市街地再開発準備組合 

理事長 中村栄一 様 
〒108-0073 

東京都港区三田 5-XX-XX 

〇〇〇〇 ㊞ 
 

同意撤回の申し出書 
 

・ 私は三田 5-XX-XX の地権者の〇〇〇〇と申します。 

・ 私は以前、貴書式による「都市計画の手続きに関する同意書」

を貴組合へ提出しました。 

・ しかし、一身上の都合により同意を撤回することに決めました。 

・ ついては私が貴組合へ提出した「同意書」の本紙を返却願います。 

・ お手数ですが、〇月〇日までに私の住所へ郵送にて返却下さい。 

・ 今後、再開発関連で私へ連絡される場合には、必ず郵送にてご

連絡をお願いします。 

・ 郵送以外の手段（例えば、電話、FAX、電子メール、住宅訪問、

第三者を介した伝達など）による連絡は今後お控え頂きますよう

お願いします。 
以上 


